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立
候
補
休
暇
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一
　
目
的
（
第
一
条
関
係
）

　
　
こ
の
法
律
は
、
立
候
補
休
暇
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
被
用
者
の
雇
用
の
継
続
を
確
保

し
、
も
っ
て
国
民
の
政
治
へ
の
参
画
の
機
会
の
増
大
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
　
定
義
（
第
二
条
関
係
）

一
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
立
候
補
休
暇
」
と
は
、
被
用
者
が
、
公
職
の
候
補
者
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
職
に
係

る
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
前
十
四
日
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
後
三
日
に
当
た
る
日
ま
で
の
期
間

内
に
お
い
て
、
選
挙
運
動
又
は
選
挙
運
動
の
準
備
若
し
く
は
残
務
整
理
を
す
る
た
め
に
取
得
す
る
休
暇
を
い
う
も
の
と
す

る
こ
と
。

二
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
公
職
」
と
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
被
用
者
」
と
は
、
職
業
の
種
類
を
問
わ
ず
、
事
業
又
は
事
務
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、

賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
（
日
々
雇
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
を
い
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
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第
三
　
立
候
補
休
暇
の
申
出
（
第
三
条
関
係
）

一
　
被
用
者
は
、
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
立
候
補
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
一
に
よ
る
申
出
（
以
下
「
立
候
補
休
暇
の
申
出
」
と
い
う
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
立
候

補
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
と
す
る
日
（
以
下
「
立
候
補
休
暇
予
定
日
」
と
い
う
。
）
を
す
べ
て
明
ら
か
に
し
て
、
最
初
の

立
候
補
休
暇
予
定
日
の
七
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四
　
立
候
補
休
暇
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
事
業
主
の
義
務
等
（
第
四
条
関
係
）

　
　
事
業
主
は
、
被
用
者
か
ら
の
立
候
補
休
暇
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
立
候
補
休
暇
の
申
出
を
拒
む
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
過
去
一
年
以
内
に
他
の
選
挙
に
係
る
立
候
補
休
暇
の
申
出
を
し
た
こ
と
が
あ
る
被
用

者
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
当
該
立
候
補
休
暇
の
申
出
に
係
る
立
候
補
休
暇
を
取
得
し
な
か
っ
た
被
用
者

を
除
く
。
）
か
ら
の
立
候
補
休
暇
の
申
出
（
当
該
他
の
選
挙
に
係
る
再
選
挙
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
っ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五
　
立
候
補
休
暇
の
申
出
の
撤
回
等
（
第
五
条
関
係
）

一
　
立
候
補
休
暇
の
申
出
を
し
た
被
用
者
は
、
当
該
立
候
補
休
暇
の
申
出
に
係
る
最
初
の
立
候
補
休
暇
予
定
日
の
前
日
ま
で
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は
、
そ
の
事
業
主
の
同
意
を
得
て
、
当
該
立
候
補
休
暇
の
申
出
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
立
候
補
休
暇
の
申
出
を
し
た
被
用
者
は
、
被
用
者
が
当
該
立
候
補
休
暇
の
申
出
に
係
る
立
候
補
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と

が
適
当
で
な
い
事
由
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
後
の
当
該
立
候

補
休
暇
の
申
出
に
係
る
立
候
補
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六
　
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
（
第
六
条
関
係
）

　
　
事
業
主
は
、
被
用
者
が
立
候
補
休
暇
の
申
出
を
し
、
又
は
立
候
補
休
暇
を
取
得
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
被
用

者
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七
　
そ
の
他
（
第
八
条
及
び
第
九
条
関
係
）

　
　
船
員
に
関
す
る
特
例
並
び
に
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

第
八
　
施
行
期
日
等
（
附
則
関
係
）

一
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
　
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


